
 

最寄りの保健所に電話して受診すべき医療機関等
の指示を仰ぎ，事前に居住歴や渡航歴等を連絡し
た上で，マスクを着用の上，指定された医療機関
に速やかに受診する。

受診結果については，担当部局まで報告する。

海外より帰国または来日した学生・教職員 

該当する方は，大学の感染症対策を徹底するために，下記の流れに沿って行動してください。

入国後，厚生労働省が水際措置として示す，自宅，又は宿泊施設での待機，待機期間中の健康フォロー

アップ，公共交通機関不使用の期間（自宅等待機期間等）を経過し，行動制限が解除された後，来県し

た方も，１週間は登学・出勤せず，自宅待機し健康観察を行う。健康状態については，担当部局（※）

へ毎日報告する。

健康観察中に発熱や咳等の呼吸器症状や嗅

覚・味覚異常等，新型コロナウイルス感染症

が疑われるような体調不良を認める。

担当部局へ経過記録票を提出し，

経過観察終了。登学・出勤可。

健康観察期間を自覚症状なく経過。

新型コロナウイルス感染症対応フローチャート（海外からの帰国） 

※ 担当部局 学生・正規課程の留学生･･･学務課・各学部の学務係

   正規課程以外の留学生･････学生・留学生支援課 

   教職員･･･････････････････各所属部局の総務担当 
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